
とめ及び申 まとめ及び申

請等 請等 請等 請等 請等

事　業　費 0 0 0 0 0

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 0 0 0 0 0

人　件　費 526.72 656.4 656.4 656.4 656.4

投入 常勤職員 0.08人 0.1人 0.1人 0.1人 0.1人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 527 656 656 656 656

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ２４目標 Ｈ２５目標 Ｈ２６目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ２４実績 Ｈ２５実績 Ｈ２６実績

活動 埼玉県ふるさと創造資金　要望事
件

1 3 3

① 業件数 1 3 －

活動
② －

成果 埼玉県ふるさと創造資金　採択事
件

1 3 3

① 業件数 1 3 －

成果
② －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

　ふるさと創造資金は埼玉県の補助金で、新しい視点を持った事業を対象としている。活用について、積極的に庁内に呼びか
状況

け、目標を達成している。なお、平成25年度は要望3件に対して、3事業が採択された。
の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 1 頁

事務事業名 20674 彩の国補助金とりまとめ事業

担当組織 総務部 経営企画課 担当 行政改革担当

組織コード
H26 07 04 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
H26 01 xx xx xx xx 00

記入日 平成26年06月05日
H25 07 04 00 H25 01 xx xx xx xx 00

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 86 財源の確保

事業期間 平成８年度 ～ 平成２７年度

埼玉県ふるさと創造資金大綱、市町村による提案・

根拠法令 実施事業補助金交付要綱、市町村と地域団体との協 関連計画
通 達 等 働事業補助金交付要綱、広域連携支援事業補助金交 施政方針

付要綱等

事業区分 ○ 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ● 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ○ 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ● 4.対象外

対象
庁内各課

埼玉県からの補助金を活用することで、健全な財政運営の一助とするとともに、各課の積極的な事業展開に貢献する。

事業目的

①埼玉県実施の「埼玉県ふるさと創造資金」の「地域づくり支援枠」の庁内窓口として、他のメニューでは対応できない事

業について、全庁の中から候補を選定調整の上、補助金申請全般の事務を取り扱う。

事業内容 ②「埼玉県ふるさと創造資金」全体の申請について統括を行う。

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

補助金の取り 補助金の取り 補助金の取り 補助金の取り 補助金の取り

まとめ及び申 まとめ及び申 まとめ及び申 ま



統合 ○５休止

○６その他見直し ○平成２７年度で終了 ○平成２６年度で終了 ○平成２５年度で終了

＜判断理由＞

　市の財政状況が厳しい中、県の補助制度を活用していくことは市の支出を減らす非常に重要な取組であり、本

事業の方向性 制度の活用する取組を継続実施していく。

　次年度の予算編成時期の前に、庁内にふるさと創造資金の活用を周知し、本資金を活用した事業を増やしてい

けるよう、取り組んでいく。

　周知に当たっては、新規事業のみでなく、庁内で現在実施している事業で本制度を活用できる事業を積極的に

今後の取組方針 探し、本資金の活用事業を増やしていけるよう、取り組んでいく。

2 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：施策の目標達成に貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

　市の財政状況が厳しい中、県のふるさと創造資金を活用することは市の支出を

Ｂ Ｂ Ｂ 減らし財源の確保に寄与しているものと考える。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

当該事業の事業費は人件費のみであり、また、当該事業に携わる人力（人工）は

Ｂ Ｂ Ｂ 適正であると考える。

評価結果 事業手法は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

庁内における事業を調査し、地域づくりに係る事業の実施課に積極的に働きかけ

Ｂ Ｂ Ｂ るなどにより、この資金を活用した事業が実施できており、事業手法は適正であ

ると考える。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

ふるさと創造資金は幅広く地域づくりにつながる事業を対象に行っており、市の

Ｂ Ｂ Ｂ 歳入確保にもつながっている。また、ふるさと創造資金の対象事業は地域づくり

に資するものであり、事業の効果は広く市民に還元されるものであると考える。

４．平成２５年度中に実施した見直し内容
　ふるさと創造資金の市町村による提案・実施事業が平成２５年度から、「県政策との連動による地域づくり事

業」が創設され、「県重点政策連動事業」と「全員参加事業」が新たに設けられたことから、これらの枠におい

見直し内容 てもふるさと創造資金の交付が受けられるよう、庁内の関係課に積極的に働きかけた。

　上記「見直し内容」のとおり庁内と調整した結果、「県重点政策連動事業」、「全員参加事業」の双方の枠に

いてふるさと創造資金の交付を受けることができた。

見直しの効果

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と



人

人員 非常勤職員 0人 0人 2.6人 2.6人 2.6人

事業費＋人件費 6,451 6,428 6,668 6,668 6,668

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ２４目標 Ｈ２５目標 Ｈ２６目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ２４実績 Ｈ２５実績 Ｈ２６実績

活動 適正な窓口業務の執行
％

適正な証明書発行 100 100 100

① 100 100 －

活動
② －

成果 適正な窓口業務の執行
％

適正な証明書発行 100 100 100

① 100 100 －

成果
② －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

賦課徴収事務を除く税務事務の円滑な遂行を目指し実施したところです。税証明発行等窓口事務において、申請者の目的用途
状況

を十分に聴取し、短時間で正確に事務を遂行実施できたものと思考する。
の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 3 頁

事務事業名 21145 税務事務費

担当組織 財務部 税務課 担当 諸税・法人担当　副主幹

組織コード
H26 08 06 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
H26 01 02 02 01 02 01

記入日 平成26年06月24日
H25 08 06 00 H25 01 02 02 01 02 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 86 財源の確保

事業期間 平成２５年度 ～ 平成２７年度

根拠法令 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ○ 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ● 4.対象外

対象

税務証明等窓口事務、租税教育推進事務、その他税務に関する全般的な事務管理を実施する。

事業目的

賦課徴収を目的とする事業を除く税務事務の円滑な運営

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

税証明業務、 税証明業務、 税証明業務、 税証明業務、 税証明業務、

租税教育推進 租税教育推進 租税教育推進 租税教育推進 租税教育推進

他税務管理業 他税務管理業 他税務管理業 他税務管理業 他税務管理業

務 務 務 務 務

事　業　費 6,451 6,428 6,668 6,668 6,668

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 4,749 5,149 5,149 5,149

一般財源 6,451 1,679 1,519 1,519 1,519

人　件　費 0 0 0 0 0

投入 常勤職員 0人 0人 0人 0人 0



の取組方針

4 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：施策の目標達成に貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

税証明書発行事務は、税賦課事務に基づき実施される事務であり、正しく賦課決

Ｂ Ｂ Ｂ 定された方について証明書を発行している。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：経費の精査が十分になされている。

＜判断理由＞
経費水準

極力経費を抑えるよう予算編成時に心がけている。

Ａ Ａ Ａ

評価結果 事業手法は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

法令適合を前提とした事務であり、市民への説明が最も求められるものであり、

Ｂ Ｂ Ｂ 個人市民税及び資産税賦課事務担当と緊密に連絡調整し事務執行している。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

手数料については、市民に了知されている。コンビニ交付及び自動交付機が採用

Ｂ Ｂ Ｂ される中で、窓口での証明書交付について、窓口コストを反映した手数料設定に

ついて、検討する時期が近いものと考える。

４．平成２５年度中に実施した見直し内容
特段の見直し事項はない。

見直し内容

見直しの効果

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○平成２７年度で終了 ○平成２６年度で終了 ○平成２５年度で終了

＜判断理由＞

　窓口において申請者をお待たせすることなく、出来るだけ短時間で正確に税証明書の発行を実施している。

事業の方向性  曜日や時間帯によって、来客数に偏りがあり、混雑する場合もみられるが、今後も効率的に事務執行を行って

いく。

　

　今後も来客者の待ち時間短縮及び正確な窓口事務を常に意識しながら、パート等の適正な人員配置を実施する

。また、システム改修についてもスムーズな新システムへの移行を実施する。

今後



0 0 0 0

そ　の　他 28 29 29 29 29

一般財源 39,233 43,877 64,971 43,971 43,971

人　件　費 65,840 65,640 65,640 65,640 65,640

投入 常勤職員 10人 10人 10人 10人 10人

人員 非常勤職員 3.5人 3.5人 3.5人 3.5人 3.5人

事業費＋人件費 105,101 109,546 130,640 109,640 109,640

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ２４目標 Ｈ２５目標 Ｈ２６目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ２４実績 Ｈ２５実績 Ｈ２６実績

活動 市県民税申告受付件数
件

窓口、郵送、出張申告受 6,000 5,300 5,300

① 付件数の合計 5,530 5,417 －

活動 所得税確定申告受付件数
件

窓口、出張申告受付件数 3,800 3,500 3,500

② の合計 3,763 3,574 －

成果 個人市民税予算調定額達成率
％

決算調定額÷最終予算調 100 100 100

① 定額 100 100 －

成果
② －

Ｂ：活動・成果のいずれかを達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

・市県民税、所得税の各申告件数について、申告者が共に減少したのは、エルタックスを利用した給与支払報告書の提出、e-
状況

TAXを利用した確定申告の増加が理由として考えられる。しかしながら、人口の増加及び就労形態の多様化により課税資料処
の分析

理件数は増加しており、事務の繁忙に繋がっている。

・予算調定額達成率は100%となり、目標を達成した。

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 5 頁

事務事業名 7015 個人市民税賦課費

担当組織 財務部 税務課 担当 市民税担当　副主幹

組織コード
H26 08 06 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
H26 01 02 02 02 01 01

記入日 平成26年06月27日
H25 08 06 00 H25 01 02 02 02 01 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 86 財源の確保

事業期間 平成２５年度 ～ 平成２７年度

地方税法、所得税法、租税特別措置法、他 特になし

根拠法令 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ○ 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ● 4.対象外

対象
市民（納税義務者）

地方自治体の歳入の枢要な部分を占める市県民税収入の確保に向けた課税資料の収集及び適正な課税を実施する。

事業目的

市県民税申告対象者（納税義務者）に対し申告受付を実施するなど、正確な課税に向け資料を得る。収集した資料をもとに

適正かつ公平な課税を行う。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

市県民税・所 市県民税・所 市県民税・所 市県民税・所 市県民税・所

得税申告受付 得税申告受付 得税申告受付 得税申告受付 得税申告受付

及び賦課事務 及び賦課事務 及び賦課事務 及び賦課事務 及び賦課事務

事　業　費 39,261 43,906 65,000 44,000 44,000

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0



５００円引き上げ等、税法改正に伴う税基幹システム

及び課税資料イメージ管理システムの改修を行った。

見直し内容 　また、平成27年度より実施される「特別徴収事業所一斉指定」の実施に向け、普通徴収事業所の把握のための

準備等、課税事務の改善を行った。

　税法改正に伴い、ｴﾙﾀｯｸｽ経由で受信する課税資料ﾃﾞｰﾀ項目数及び内容が変更となったが、受信側である税基幹

システムの改修を期限までに滞りなく行い、またそれに伴い課税事務の改善を行ったことで、当初課税業務に影

見直しの効果 響を及ぼすことなく、適正な課税を行うことが出来た。

　また、26年度課税分の特別徴収に係る個人別明細書通知書を、再剥離不可能な目隠しシール貼付し送付を行っ

たことで、プライバシーに配慮した通知を行うことができた。

５.今後の方針

○１現状で継続 ●２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○平成２７年度で終了 ○平成２６年度で終了 ○平成２５年度で終了

＜判断理由＞

　今後も人口増加及び就業形態の多様化に伴う課税資料の増加や、税制改正が続くものと予想され、それらに対

事業の方向性 応するための税基幹システムの改修を、当初課税業務と並行して行う必要があること、さらに「平成２７年度は

特別徴収事業所一斉指定」となることで業務量はさらに増大するものと予想される。

  また、税基幹システムの入替に伴う対応、さらに、マイナンバー制度(税番号制度)が導入され業務繁忙期に大

きく影響を及ぼす。

  

  平成27年度課税から適用される「住宅ローン控除控除限度額の拡充」「上場株式等の配当・譲渡所得等に係る

20％本則税率の適用」等の税制改正に対応

6
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今後の取組方針
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向けて貢献しているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

  個人市民税(現年課税分)は、市税収入約260億円(現年課税分)のうち、3割以上

Ａ Ａ Ａ にあたる約87億円あまりを占めており、収集した課税資料をもとに適正かつ公平

な課税を行うことにより、市の歳入の根幹である市税収入の確保に、重大な役割

を担っている。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：経費の精査が十分になされている。

＜判断理由＞
経費水準

  年々増加する納税義務者及び度重なる税制改正の影響により複雑化する各種税

Ａ Ａ Ａ 制に対する対応を、「正規職員人数を増加させることなく、臨時職員を最小限の

期間、人数で活用すること」及び「ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ｻｰﾋﾞｽ ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ業者を利用し、ｺｽ

ﾄの削減をはかる」等、課税業務に係る経費の精査を実施している。

評価結果 事業手法は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：事業手法は工夫され、非常に効率的・効果的である。

＜判断理由＞
事業手法

  極めて秘匿性の高い個人情報を扱う業務であるので、外部委託で行える業務は

Ａ Ａ Ａ 限られるが、年金特徴業務や国税連携業務などの電子申告等業務は、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ 

ｻｰﾋﾞｽ ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ業者のｼｽﾃﾑ及びｻｰﾊﾞを利用するなどして、業務の効率化を図って

いる。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：受益・負担は十分な検討、見直しを実施している。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

  地方税法及び市税条例に基づき、市県民税申告対象者（納税義務者）に対し、

Ａ Ａ Ａ 申告受付及び調査を実施するなど、課税客体の的確な把握に努め、収集した課税

資料をもとに、適正かつ公平な課税を行っている。

４．平成２５年度中に実施した見直し内容
　平成26年度課税から適用された、均等割等の標準税率の



.32 10,699.32 10,699.32

投入 常勤職員 0人 0人 1.63人 1.63人 1.63人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 1,117 1,502 12,172 12,172 12,172

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ２４目標 Ｈ２５目標 Ｈ２６目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ２４実績 Ｈ２５実績 Ｈ２６実績

活動 未申告法人調査
件

50 50 50

① 100 100 －

活動 予算調定額達成率
％

最終調定額÷現計予算調 100 100 100

② 定見込額 100 100 －

成果 未申告法人調査による調定達成額
万円

50 50 50

① 50 50 －

成果 予算調定額達成率
％

最終調定額÷現計予算調 100 100 100

② 定見込額 100 100 －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

今年度も、共に指標は達成することができた。
状況

の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 7 頁

事務事業名 35384 法人市民税賦課費

担当組織 財務部 税務課 担当 諸税・法人担当

組織コード
H26 08 06 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
H26 01 02 02 02 01 02

記入日 平成26年06月24日
H25 08 06 00 H25 01 02 02 02 01 02

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 86 財源の確保

事業期間 平成２５年度 ～ 平成２７年度

地方税法、法人税法他

根拠法令 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ○ 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ● 4.対象外

対象
市内事務所等設置法人

法人市民税収入の確保のため申告書のほか課税資料受付･収集を図り適正な課税を実施する。

事業目的

申告受付の実施、法人に関する異動届受付により、適正課税のための資料を作成する。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

市内に事務所 市内に事務所 市内に事務所 市内に事務所 市内に事務所

等所有法人に 等所有法人に 等所有法人に 等所有法人に 等所有法人に

よる申告納付 よる申告納付 よる申告納付 よる申告納付 よる申告納付

事　業　費 1,117 1,502 1,473 1,473 1,473

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 1,117 1,502 1,473 1,473 1,473

人　件　費 0 0 10,699



8 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

限られた職員により２０億円を超える税収を達成していることは、税源確保に大

Ａ Ａ Ａ いに貢献しているものと考える。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：経費の精査が十分になされている。

＜判断理由＞
経費水準

十分に精査されている。２名という人員から、未申告調査に割く時間が厳しい状

Ａ Ａ Ａ 況にある。

評価結果 事業手法は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：事業手法は工夫され、非常に効率的・効果的である。

＜判断理由＞
事業手法

税基幹システムに習熟し、関係法令を研究し近隣市・県税事務所と連携し効率的

Ａ Ａ Ａ に実施されている。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：受益・負担は十分な検討、見直しを実施している。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

人員配置からは、適当と判断する。

Ｂ Ａ Ａ

４．平成２５年度中に実施した見直し内容
特段の見直しはない。

見直し内容

見直しの効果

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○平成２７年度で終了 ○平成２６年度で終了 ○平成２５年度で終了

＜判断理由＞

各法人が適正に申告し、適正な事務執行を行うことで、税収の確保が実現されている。

事業の方向性

今後も現状の税収確保を確実なものとし、更なる税源確保のため努力したい。また、国の法人税率に関する動向

を注視しながら、税収への影響について早期に判断していく。

さらに、マイナンバー制度の導入に合せた平成２７年１０月の税基幹システム入れ替えについて、移行準備を滞

今後の取組方針 りなく行う。



59 33,259 33,259

人　件　費 72,424 78,768 78,768 78,768 78,768

投入 常勤職員 11人 12人 12人 12人 12人

人員 非常勤職員 3人 2人 2人 2人 2人

事業費＋人件費 107,799 112,036 112,036 112,036 112,036

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ２４目標 Ｈ２５目標 Ｈ２６目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ２４実績 Ｈ２５実績 Ｈ２６実績

活動 納税通知書発送
通

43,500 44,500 45,500

① 44,762 45,501 －

活動 償却資産未申告者への督促
件

未申告者を捕捉し、200 200 200 200

② 件を目標に督促する 816 556 －

成果 返戻納税通知書（公示送達）の減
通

0 0 0

① 少 43 58 －

成果
② －

Ｂ：活動・成果のいずれかを達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

返戻納税通知書については、事前の住所チェック、返戻台帳による管理、返戻後の追跡調査を実施しているが、納税通知書全
状況

体の発送件数が増えたためか、平成２５年度は若干増加した。返戻納税通知書０を目指し更なる努力が必要である。
の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 9 頁

事務事業名 21146 資産税賦課費

担当組織 財務部 税務課 担当 家屋資産税担当　

組織コード
H26 08 06 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
H26 01 02 02 02 02 01

記入日 平成26年05月22日
H25 08 06 00 H25 01 02 02 02 02 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 86 財源の確保

事業期間 平成２５年度 ～ 平成２７年度

地方税法、土地基本法、相続税法、都市計画法、固 特になし

根拠法令 定資産評価基準、戸田市税条例 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ○ 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ● 4.対象外

対象
戸田市の土地、家屋、償却資産所有者

固定資産税(土地・家屋・償却資産)、都市計画税(土地・家屋)、固有資産等交付金及び納付金の賦課を実施する。

事業目的

固定資産税(土地・家屋・償却資産)、都市計画税(土地・家屋)、固有資産等交付金及び納付金の賦課を実施する。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

固定資産税等 固定資産税等 固定資産税等 固定資産税等 固定資産税等

の賦課 の賦課 の賦課 の賦課 の賦課

事　業　費 35,375 33,268 33,268 33,268 33,268

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 9 9 9 9

一般財源 35,375 33,259 33,2



方向性 く。

将来構想として公図の電子化、土地、家屋の現況調査図の電子化、航空写真の使用などで効率化を図り、公平で

適正な課税事務を目指していく必要がある。

また、平成２７年１０月の税基幹システム入れ替えに向け、移行準備を滞りなく行う。

今後の取組方針

10 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

固定資産税は景気の変動に左右されにくく、市税の中で安定した財源の一つであ

Ａ Ａ Ａ り、市財政に大きく貢献している。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：経費の精査が十分になされている。

＜判断理由＞
経費水準

土地、家屋、償却とも創意工夫を凝らし、最小限の費用で最大の効果が得られる

Ａ Ａ Ａ よう努力している。

評価結果 事業手法は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：事業手法は工夫され、非常に効率的・効果的である。

＜判断理由＞
事業手法

固定資産税の賦課は高い専門性が要求される業務であるが、限られた人員の中、

Ａ Ａ Ａ システム改修や業務委託等を積極的に行い、公平・適正な課税の実現のため、市

民に信頼される効率的な課税事務を実施している。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：受益・負担は十分な検討、見直しを実施している。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

課税客体の的確な把握に努め、地方税法、市税条例等に則り公平・適正な課税を

Ａ Ａ Ａ 実施している。

４．平成２５年度中に実施した見直し内容
適正かつ公平な資産評価に基づく賦課と安定した財源を確保するために、不動産鑑定士による標準宅地の鑑定評

価を行うにあたり、事業の精査を実施する。

見直し内容

不動産鑑定(本鑑定)業務を実施するにあたり、事業の精査を行い総合評価方式による業者選定により、予算額に

対して１，５１４千円の減額ができた。

見直しの効果

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○平成２７年度で終了 ○平成２６年度で終了 ○平成２５年度で終了

＜判断理由＞

固定資産税は安定した財源となっていることから、今後も法令に基づき、公平かつ適正な課税事務を実施してい

事業の



3,102 3,102 3,102

人　件　費 0 0 6,564 6,564 6,564

投入 常勤職員 0人 0人 1人 1人 1人

人員 非常勤職員 0人 0人 1人 1人 1人

事業費＋人件費 1,861 3,092 9,666 9,666 9,666

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ２４目標 Ｈ２５目標 Ｈ２６目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ２４実績 Ｈ２５実績 Ｈ２６実績

活動 軽自動車登録台数
台

軽自動車課税台数 17,800 18,000 18,200

① 17,996 18,253 －

活動
② －

成果 軽自動車税調定額達成率
％

決算調定額÷最終予算調 100 100 100

① 定額 99.3 103.2 －

成果
② －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

　登録台数については、原付について減少傾向にあるが、維持コストや本体価格の安さから、軽四輪自動車について増加して
状況

いる。
の分析

　調定額については、税率の高い軽四輪自動車の登録台数が、予想以上に増加したことで、予算調定額を上回った。

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 11 頁

事務事業名 7017 軽自動車税賦課費

担当組織 財務部 税務課 担当 諸税・法人担当　副主幹

組織コード
H26 08 06 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
H26 01 02 02 02 03 01

記入日 平成26年06月24日
H25 08 06 00 H25 01 02 02 02 03 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 86 財源の確保

事業期間 平成２５年度 ～ 平成２７年度

地方税法・道路運送車両法等 適正な課税の推進

根拠法令 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ○ 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ● 4.対象外

対象
納税義務者及び軽自動車等の販売店

軽自動車税の適正な課税により、戸田市の税収確保を図る。

事業目的

納税義務者へ現状と異なった納税通知書の送付を防止したり、登録・廃車に関する納税義務者からの通知漏れの対応を図る

。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

軽自動車税適 軽自動車税適 軽自動車税適 軽自動車税適 軽自動車税適

正賦課による 正賦課による 正賦課による 正賦課による 正賦課による

収納率向上事 収納率向上事 収納率向上事 収納率向上事 収納率向上事

務 務 務 務 務

事　業　費 1,861 3,092 3,102 3,102 3,102

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 1,861 3,092



＜判断理由＞

  適切な課税に努めてはいるが、さらなる公平公正な賦課事務に努めるために、新たな手法を取り入れながら、

事業の方向性 賦課事務を行う。

　今後については、軽自動車税の公平性及び信頼の確保のため、納税義務者への対応等が一律となるよう、課税

客体と所有者の確認、法令に従った取扱を徹底する。また、税制改正による軽自動車税の税率アップや経年重課

税を行うには、軽自動車検査協会が管理している初回登録年月日データの連携が不可欠であるため、その情報提

今後の取組方針 供システム導入に関する総務省の動向や、連携にかかる経費にも注意しながら事務を進めていく。

12 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

地方税法及び市税条例に従い、申告の不備のある納税義務者に対し、軽自動車税

Ａ Ａ Ａ 務協議会への照会、住所異動者に対する通知により、課税権限を確認し、納税義

務者の捕捉を行っている。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：経費の精査が十分になされている。

＜判断理由＞
経費水準

課税標識の追加作製に際し、在庫状況を意識し、費用圧縮に努めている。補充作

Ａ Ａ Ａ 製に際しては、作製単価を考慮し、可能な限り発注量をまとめ単価上昇に配慮し

ている。

評価結果 事業手法は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：事業手法は工夫され、非常に効率的・効果的である。

＜判断理由＞
事業手法

軽自動車税は、所有者の申告による課税のため、現状は申告済納税義務者の異動

Ａ Ａ Ａ に注目し、修正申告及び廃止申告を勧めている。盗難や未申告の所有権移転によ

る課税客体不存在所有者に対しては、申立てにより課税確認を実施し、軽自動車

税課税の公正な課税を図っている。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：受益・負担は十分な検討、見直しを実施している。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

条例に基づく課税であり、適正な負担と考える。

Ａ Ａ Ａ

４．平成２５年度中に実施した見直し内容
課税客体の適正な把握のため、登録変更を未実施のまま市外転出した者に対する通知を年１回から四半期毎に回

数を増やした。また通知内容を変更し、より分かりやすいものとした。

見直し内容

登録通知内容変更と回数を増加させたことにより、より公正で適正な課税を実施することができた。

見直しの効果

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○平成２７年度で終了 ○平成２６年度で終了 ○平成２５年度で終了



0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 152 181 180 180 180

人　件　費 0 0 0 0 0

投入 常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 152 181 180 180 180

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ２４目標 Ｈ２５目標 Ｈ２６目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ２４実績 Ｈ２５実績 Ｈ２６実績

活動 啓発活動の実施
回

啓発活動の実施 2 2 2

① 2 2 －

活動
② －

成果 適正な賦課
％

適正な賦課 100 100 100

① 100 100 －

成果
② －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

喫煙による環境及び健康への影響に配慮し、環境美化の促進、喫煙マナーの啓発及び研修事業等を実施することにより、市た
状況

ばこ税に対する理解の向上を図り、適正な賦課を実施している。各種啓発事業は、戸田たばこ共進会が主体となり実施してい
の分析

る。活動実績は、市の行事等及び独自の美化清掃の実践を確認している。販売事業者の皆さんが率先して、広報活動すること

により、未成年者喫煙防止、美化意識などについて考える機会を市民に提供している効果は大きいと思考する。

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 13 頁

事務事業名 21147 市たばこ税賦課費

担当組織 財務部 税務課 担当 諸税・法人担当　副主幹

組織コード
H26 08 06 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
H26 01 02 02 02 04 01

記入日 平成26年06月24日
H25 08 06 00 H25 01 02 02 02 04 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 86 財源の確保

事業期間 平成２５年度 ～ 平成２７年度

地方税法、市税条例

根拠法令 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ○ 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ● 4.対象外

対象

市たばこ税の確保のため、提出された市たばこ税申告書の処理を行い、適正な課税を実施する。

事業目的

市たばこ税の確保のため、提出された市たばこ税申告書の処理を行い、適正な課税を実施する。

また、市たばこ税の安定した税収を確保するため、環境美化の促進、喫煙マナーの啓発を行うことで、たばこに対する理解

事業内容 の向上を図る。

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

たばこ未成年 たばこ未成年 たばこ未成年 たばこ未成年 たばこ未成年

者喫煙防止、 者喫煙防止、 者喫煙防止、 者喫煙防止、 者喫煙防止、

喫煙マナー向 喫煙マナー向 喫煙マナー向 喫煙マナー向 喫煙マナー向

上 上 上 上 上

事　業　費 152 181 180 180 180

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0



14 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

美化運動実施により、マナー向上に寄与するとともに、実施団体会員のたばこ税

Ａ Ａ Ａ 納税の意識向上が図られた。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：経費の精査が十分になされている。

＜判断理由＞
経費水準

補助金等の見直し、事務経費の精査を経て、厳しい査定のうえ、補助事業の実施

Ａ Ａ Ａ 状況を確認している。

評価結果 事業手法は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：事業手法は工夫され、非常に効率的・効果的である。

＜判断理由＞
事業手法

現状の手法以外での実施は困難と考える。

Ａ Ａ Ａ

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：受益・負担は十分な検討、見直しを実施している。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

当該団体の実施事業の中でも、大きな位置づけがされており、市民からの理解も

Ａ Ａ Ａ 得られているもの考える。

４．平成２５年度中に実施した見直し内容
特段の見直しはなし。

見直し内容

見直しの効果

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○平成２７年度で終了 ○平成２６年度で終了 ○平成２５年度で終了

＜判断理由＞

　たばこ消費環境が悪化している中で、販売事業者と市と連携して市たばこ税に関する理解を得、適正な賦課を

事業の方向性 実施している。

　今後も当該事業を継続し、税収の確保に販売事業者の立場からの関与を考慮したい。

今後の取組方針



.6

投入 常勤職員 0人 0人 3.9人 3.9人 3.9人

人員 非常勤職員 0人 0人 2人 2人 2人

事業費＋人件費 34,667 28,482 201,408 201,408 201,408

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ２４目標 Ｈ２５目標 Ｈ２６目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ２４実績 Ｈ２５実績 Ｈ２６実績

活動 市税収納消し込み(市県民税、固
件

410,000 410,000 420,000

① 定資産税、軽自動車税)件数 418,539 445,109 －

活動
② －

成果 市税収入消し込み時ミス発生件数
件

0 0

① 0 0 －

成果
② －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

市税徴収管理業務は、日々の積み重ねであり、あらゆる納付方法によて収納される収納金額において消し込みに間違いがあっ
状況

てはならないことから、慎重に事務を進めている。
の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 15 頁

事務事業名 7529 市税徴収管理事業

担当組織 財務部 収納推進室 担当 管理担当

組織コード
H26 08 08 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
H26 01 02 02 02 05 01

記入日 平成26年06月26日
H25 08 08 00 H25 01 02 02 02 05 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ● 対象

分野 03 効率的な行政運営

○ 対象外
施策 86 財源の確保

事業期間 平成１７年度 ～ 平成２７年度

地方税法

根拠法令 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ○ 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ● 4.対象外

対象
納税義務者 （個人、法人）

納税された市税の収納状況を正確に把握し適正な収納管理を行う。

事業目的

市税収納の確実な入力作業等による個人・法人の納税義務者の収納管理をする。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 ■委託 （□3ｾｸ･財団 ■企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

市税収納消し 市税収納消し 市税収納消し 市税収納消し 市税収納消し

込み業務 込み業務 込み業務 込み業務 込み業務

事　業　費 34,667 28,482 175,808 175,808 175,808

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 1,195 12,347 12,347 12,347

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 615 450 450 450

一般財源 34,667 26,672 163,011 163,011 163,011

人　件　費 0 0 25,599.6 25,599.6 25,599



事務処理を実施する必要

事業の方向性 がある。

　これまでと同様に事務を遂行していくが、新たな納付手段を導入していくことで、収納業務の最大化を目指す

。納税義務者に対するサービスと利便性の向上を目的として電算上のシステムの見直しを図りヒューマンエラー

の軽減に努めていかなければならない。

今後の取組方針

16 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

　収納事務を正確かつ確実に実施することにより、各税目の収納状況を把握する

Ａ Ａ Ａ ことができ、市の財源確保に貢献している。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

　日々の収納消込業務を正確に実施し、早期に収納額を把握するためには適正と

Ｂ Ｂ Ｂ 考えるが、さらに事務を効率的に実施するため、業務の精査を引続き行う必要が

ある。

評価結果 事業手法は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

　現状の実施方法は、適正と考えるが、引き続き効率的な方法を模索していく。

Ｂ Ｂ Ｂ

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：受益・負担は十分な検討、見直しを実施している。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

　口座振替、コンビニ収納等一定の納付手段は確保されているものの、多様化す

Ａ Ａ Ａ る住民ニーズに対応するため、ネットバンキングやクレジットカードなどの電子

収納媒体の導入による納付手段の拡充が求められている。

４．平成２５年度中に実施した見直し内容
　納付手段拡充業務準備が追加業務となったので、定常業務については臨時職員を含めて担当の見直しを行った

。システム改修により一部業務を自動化した。

見直し内容

　一部業務をシステム化したことにより事務の効率化をはかり、臨時職員を効率的に活用したことで、職員の負

担が減り、事務の効率が向上した。

見直しの効果

５.今後の方針

○１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ●４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○平成２７年度で終了 ○平成２６年度で終了 ○平成２５年度で終了

＜判断理由＞

　収納消込や収納管理事務については日常的に発生する事務であるため、今後も適正な



7,111 17,111

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 1,628 1,974 81,414 17,111 17,111

人　件　費 15,143.2 15,097.2 36,102 36,102 36,102

投入 常勤職員 2.3人 2.3人 5.5人 5.5人 5.5人

人員 非常勤職員 1.8人 1.8人 5.4人 5.4人 5.4人

事業費＋人件費 16,771 17,071 117,516 53,213 53,213

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ２４目標 Ｈ２５目標 Ｈ２６目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ２４実績 Ｈ２５実績 Ｈ２６実績

活動 督促状・現年度分納税催告書の発
件

実際に発送した件数（督 62,000 61,000 63,000

① 送件数 促状＋納税催告書） 61,179 63,031 －

活動 滞納繰越分納税催告書の発送件数
件

実際に発送した件数 20,000 19,000 19,000

② 18,401 10,825 －

成果 現年度分収納率
％

現年度収納額／当初現年 98.7 98.8 98.8

① 度調定額 98.8 98.7 －

成果 滞納繰越分収納率
％

滞繰分収納額／当初滞繰 22.5 22.6 22.6

② 分調定額 21.2 15.9 －

Ｂ：活動・成果のいずれかを達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

現年度分については、滞納繰越分の発送件数は削減しているが、前年から発送日が遅れており、その期間に支払いがあった事
状況

が考えられ、単純な比較は難しい。
の分析

また、収納率はともに目標を達成することが出来ず、今後は、収納率の更なる向上を推進していきたい。

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 17 頁

事務事業名 7445 市税等滞納調査・相談事業

担当組織 財務部 収納推進室 担当 収税担当

組織コード
H26 08 08 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
H26 01 02 02 02 05 03

記入日 平成25年06月24日
H25 08 08 00 H25 01 02 02 02 05 03

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 86 財源の確保

事業期間 平成１４年度 ～ 平成２７年度

地方税法・国税徴収法

根拠法令 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ● 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ○ 4.対象外

対象
徴収担当職員、市民(滞納者)

 市税の収入を早期に確保する。

事業目的

  滞納者に対して、①法令に基づき督促状の発送(45,251件)、②納税催告書の発送(現年度17,780件＋滞納繰越10,825件)、

③電話・窓口での納税相談を実施する。

事業内容   また、滞納管理システムの入れ替えの時期であり、事務を効率的にできるシステムの導入を考える。

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

督促、催告・ 督促、催告・ 督促、催告・ 督促、催告・ 督促、催告・

差押予告書の 差押予告書の 差押予告書の 差押予告書の 差押予告書の

発送及び納税 発送及び納税 発送及び納税 発送及び納税 発送及び納税

相談業務 相談業務 相談業務 相談業務 相談業務

事　業　費 1,628 1,974 81,414 1



が、滞納者に対し早期完納を促すため実施する必

要がある。

督促状については、内容等を更に工夫し、早期発送に努める。催告書についても、現年度分及び滞納繰越分の納

税への対策を工夫し、効率的・効果的な催告書発送を検討する。

また、滞納管理システムのリプレイスや基幹システムの変更に合わせ、督促状・催告書の発送を延滞なく進めら

今後の取組方針 れるようにする。

18 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｃ：施策の目標達成にある程度貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

督促状は方の規定に基づき発送している。しかし、催告書については、前年度か

Ｂ Ｂ Ｃ ら時期が遅れているものもあり充分に貢献したとはいえない。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

滞納者数の状況により督促状・催告書の発送件数は異なり、計画的に経費を抑え

Ｂ Ｂ Ｂ ることは難しいが、現状での経費は適正と考える。

評価結果 事業手法は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｃ：事業手法の一部に見直しが必要である。

＜判断理由＞
事業手法

督促状は法令に基づき発送していたが、催告書の発送時期が遅れたこともあり、

Ｂ Ｂ Ｃ 今後改善が必要である。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｃ：受益・負担の一部に見直しが必要である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

全滞納者へ督促状は発送しているが、催告書については今後改善が見込まれる。

Ｂ Ｂ Ｃ

４．平成２５年度中に実施した見直し内容
催告書発送業務において、滞納者に見合ったパンフレットや内容等を工夫し発送した。（滞納繰越分、現年度分

のそれぞれの滞納者に見合ったパンフレット等を作成した。）

見直し内容

前年から催告書の発送時期が遅れているなどの原因も考えられるが、現年度分・滞納繰越分ともに収納率が目標

に達しておらず、今後も見直しが必要と考える。

見直しの効果

５.今後の方針

○１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ●４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○平成２７年度で終了 ○平成２６年度で終了 ○平成２５年度で終了

＜判断理由＞

督促状の送付については、地方税法第３２９条１項等で定められていることから、法に基づき実施する必要があ

事業の方向性 る。また催告書については、任意的に実施しているものである



滞納処分によ 滞納処分によ 滞納処分によ 滞納処分によ 滞納処分によ

る強制徴収及 る強制徴収及 る強制徴収及 る強制徴収及 る強制徴収及

び滞納処分の び滞納処分の び滞納処分の び滞納処分の び滞納処分の

停止 停止 停止 停止 停止

事　業　費 4,218 5,670 8,192 8,192 8,192

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 1,891 6,816 6,816 6,816

一般財源 4,218 3,779 1,376 1,376 1,376

人　件　費 46,088 45,948 52,512 52,512 52,512

投入 常勤職員 7人 7人 8人 8人 8人

人員 非常勤職員 1.7人 1.7人 1.7人 1.7人 1.7人

事業費＋人件費 50,306 51,618 60,704 60,704 60,704

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ２４目標 Ｈ２５目標 Ｈ２６目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ２４実績 Ｈ２５実績 Ｈ２６実績

活動 滞納処分としての差押（不動産・
件

年間に差押をした件数 800 700 600

① 債権）件数 798 411 －

活動
② －

成果 滞納繰越分の市税収納率
％

年間の滞納繰越分収入額 22.5 22 20

① ／調定額 21.3 15.9 －

成果
② －

Ｃ：活動・成果ともに達成できなかった。

目標達成 ＜判断理由＞

例年、滞納処分を中心に滞納整理を進めてきたが、滞納繰越市税額はほぼ横ばいで推移している。これは徴収可能性の低い長
状況

期滞納案件が不良債権化しているためである。２５年度はこのような案件を中心に、例年以上に滞納処分の停止にも力を入れ
の分析

た。滞納処分にかかる業務量は相対的に減ったため、結果として処分件数及び滞納繰越分収納率は低下した。ただし、停止に

より調定額は減少するため、将来的には滞納繰越分収納率の上昇が見込まれる。

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 19 頁

事務事業名 7568 市税滞納処分事業

担当組織 財務部 収納推進室 担当 滞納整理担当

組織コード
H26 08 08 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
H26 01 02 02 02 05 05

記入日 平成26年06月18日
H25 08 08 00 H25 01 02 02 02 05 05

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 86 財源の確保

事業期間 平成１４年度 ～ 平成２７年度

①法令:地方税法･国税徴収法等の税法､民法･不動産 税収確保は、２６年度施政方針においても行政運営

根拠法令 登記法等の民事法、民事執行法･破産法等の民事手 関連計画 分野の重要項目のひとつとなっている。

通 達 等 続法､行政不服審査法等の行政法､及びこれらの政令 施政方針
･省令等　②通達:国税徴収法基本通達等

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ○ 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ● 4.対象外

対象
市税滞納者のうち､自主納付による早期完納が見込まれないもの

市税滞納者に対し､財産調査（任意調査･強制調査）及び滞納処分（差押え･換価･配当）を執行することにより､税収を確保

事業目的 するとともに､収入未済額の圧縮を図る｡

滞納処分を執行するために､財産調査を行う。この調査結果をもとに､滞納処分の差押え､換価(公売･取立て)及び配当による

強制徴収を実施する｡

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容



理由＞

滞納処分による強制徴収は、財源の確保のみならず税負担の公平性の担保のためにも不可欠である。今後も継続

事業の方向性 的に適正かつ効率的な滞納整理への取り組みを行いたい。平成２６年度より債権管理担当が設けられたが、税外

債権徴収の適正化も含め、市全体の収入未済額の圧縮に努めていかなければならない。

今後も市民にとって公平かつ公正な納税環境を整え、各徴税吏員のスキルアップを図る。税のみならず債権全般

にかかる専門知識の醸成に努めていきたい。

今後の取組方針

20 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

当施策は税の公平性の担保と財源の確保が至上命題となっている。

Ａ Ａ Ａ 一定の成果は現れていることから、施策の目標達成に対して大いに貢献している

と考える。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

システム等を活用し、最小の経費（人員等含む）で最大の効果（収納率等）を生

Ｂ Ｂ Ｂ み出している。

評価結果 事業手法は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

財源の確保と長期滞納解消のバランスをとるため、滞納処分だけでなく、

Ｂ Ｃ Ｂ 納税緩和措置の一つである処分停止についても数多く実施した。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

公平かつ公正な徴収を実現するため、適正かつ効率的な滞納整理への取り組みを

Ｂ Ｂ Ｂ 行っている。

滞納処分の執行は滞納整理の一手法であり、妥当なものである。

４．平成２５年度中に実施した見直し内容
これまでは滞納処分の執行を中心に滞納整理を進めてきたが、平成２５年度中は滞納処分の執行に加え、滞納処

分の停止についても力を入れた。

見直し内容

滞納処分の執行とともに滞納処分の停止を多く取り入れたことで、滞納整理の対象となる者の削減が図られ、催

告書の発送業務などの効率が向上し、現年度分の徴収率も上昇した。滞納繰越分の徴収率は下がったものの、将

見直しの効果 来的には滞納繰越分の調定額の減少が見込まれるため、徴収率も改善する見込みである。

５.今後の方針

○１現状で継続 ●２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○平成２７年度で終了 ○平成２６年度で終了 ○平成２５年度で終了

＜判断



指標名 単位 説明・算定式 Ｈ２４目標 Ｈ２５目標 Ｈ２６目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ２４実績 Ｈ２５実績 Ｈ２６実績

活動 市税還付等処理状況
回

還付等処理回数 26 24 26

① 21 23 －

活動
② －

成果 市税還付充当及び還付加算金処理
件

還付充当及び加算金件数 1,200 1,200 1,200

① 1,060 1,093 －

成果
② －

Ｂ：活動・成果のいずれかを達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

　通常、法人税とその他の市税についてそれぞれ月１回の還付処理を実施しているが、５月の出納整理時及び３月の年度末時
状況

においてはそれぞれ２回実施し、より正確な処理を実施している。
の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 21 頁

事務事業名 7552 過誤納金還付事業

担当組織 財務部 収納推進室 担当 管理担当

組織コード
H26 08 08 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
H26 01 02 02 02 05 02

記入日 平成26年06月26日
H25 08 08 00 H25 01 02 02 02 05 02

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 86 財源の確保

事業期間 平成１７年度 ～ 平成２７年度

地方税法

根拠法令 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ● 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ○ 4.対象外

対象
市税の過誤納による還付納税者および事業者

市税の過誤納、課税修正時における充当･還付処理による納税者に対する正確な税の掌握する。

事業目的

市税の修正申告・納入誤り及び二重納入等による過誤の修正を行う。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

過誤納金還付 過誤納金還付 過誤納金還付 過誤納金還付 過誤納金還付

事業 事業 事業 事業 事業

事　業　費 135,093 148,500 0 0 0

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 10,947 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 135,093 137,553 0 0 0

人　件　費 0 11,815.2 0 0 0

投入 常勤職員 0人 1.8人 0人 0人 0人

人員 非常勤職員 0人 0.8人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 135,093 160,315 0 0 0



成２５年度で終了

＜判断理由＞

市税の修正申告・納入誤り及び二重納入等による過誤納還付処理を適正に遅滞なく執行する必要がある。

事業の方向性

　還付金の支払い管理等に関する事務を精査し、さらなる業務改善を図りながら事業を適正に継続していく。

今後の取組方針

22 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：施策の目標達成に貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

　税の収納に伴い発生する過誤納金を正確に把握し、充当若しくは還付処理を迅

Ｂ Ｂ Ｂ 速に行うことにより、収納額の正確な掌握に貢献している。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

　過誤納金の発生から充当及び還付処理までに、一定の事務の迅速性が要求され

Ｂ Ｂ Ｂ る。そのために、現在の人員で事務を行う必要がある。

評価結果 事業手法は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

　過誤納金のデータ処理、並びに各税目ごとの処理を担当分けして行うことによ

Ｂ Ｂ Ｂ り、より迅速な処理が行われてきた。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

　充当すべき税目があれば充当を優先し、それ以外の納税者には遅滞なく還付金

Ｂ Ａ Ｂ を支払うことで、納税義務者に対する公平性は一定限度維持されている。

４．平成２５年度中に実施した見直し内容
　システム改修により還付加算金を自動で算出できるようになり、事務の効率化を図った。また、還付事務の一

部変更に伴い、事務処理手順書を作成し、活用することでより正確な事務執行に努めた。

見直し内容 　還付受取方法の記載内容を改正し、不備書類の削減を図った。

　還付加算金をシステムにより、計算することができるようになったことから、事務の効率化が図れた。還付事

務処理手順書により、確実で正確に執行することができる。不備書類を削減し、事務量を軽減する効果があった

見直しの効果 。

５.今後の方針

○１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ●４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○平成２７年度で終了 ○平成２６年度で終了 ○平



2.2人 2.2人 0人 0人 0人

人員 非常勤職員 4.2人 4.2人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 25,946 26,657 0 0 0

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ２４目標 Ｈ２５目標 Ｈ２６目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ２４実績 Ｈ２５実績 Ｈ２６実績

活動 調定額
千円

現年度分及び滞納繰越分 27,888,961 27,736,362 28,000,000

① を合わせた全体の調定額 28,105,889 28,461,886 －

活動 収入額
千円

現年度分及び滞納繰越分 26,111,542 26,175,639 27,000,000

② を合わせた全体の収入額 26,608,994 26,993,521 －

成果 全体の収納率
％

収入額／調定額 94.2 94.8 94.9

① 94.7 94.8 －

成果
② －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

２５年度の市税全体の収納率は９４．８％で、前年度と比較して０.１％の増であった。
状況

の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 23 頁

事務事業名 7623 市税等収納事業

担当組織 財務部 収納推進室 担当 収税担当

組織コード
H26 08 08 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
H26 01 02 02 02 05 04

記入日 平成26年06月24日
H25 08 08 00 H25 01 02 02 02 05 04

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 86 財源の確保

事業期間 平成１４年度 ～ 平成２７年度

地方税法・地方自治法

根拠法令 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ● 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ○ 4.対象外

対象
市民(納税者(一部滞納者も含む))

 相談員(非常勤職員)を活用することで、職員が本来業務である滞納整理に集中できる環境を整えることを目的とする。

事業目的

　①窓口・電話での納税相談、②電話催告、③臨宅訪問、④実態調査、⑤滞納処分(差押えなど)の補助、などを徴収員(非

常勤職員)が行う。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

非常勤職員を 非常勤職員を

活用した収納 活用した収納

窓口、電話対 窓口、電話対

応及び徴収事 応及び徴収事

事　業　費 11,461 12,216 0 0 0

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 60 0 0 0

一般財源 11,461 12,156 0 0 0

人　件　費 14,484.8 14,440.8 0 0 0

投入 常勤職員



る。今後も限られた予算の中で、効率的・効果

的に事務効率を向上するため、人員配置・業務分担を含め検討していく。

今後の取組方針
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３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：施策の目標達成に貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

非常勤職員に業務の一部を担ってもらい、職員の事務効率を向上している。職員

Ｂ Ｂ Ｂ と同様の目標に取り組んでおり、税収確保に貢献している。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

非常勤職員は経験豊富であり責任感を持って職務に当たっており、経費としては

Ｂ Ｂ Ｂ 、その非常勤職員の人件費のみであり、適正である。

評価結果 事業手法は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

現状では、職員の事務効率向上のために非常勤職員に事務の一部を行ってもらう

Ｂ Ｂ Ｂ ことが適正である。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

受益の公平性・負担の適正化については、税収の確保において、より効率的な事

Ｂ Ｂ Ｂ 務の運用が必要であり、非常勤職員の活用は適正である。

４．平成２５年度中に実施した見直し内容
一部担当にて、相談員（非常勤職員）の業務（窓口業務・電話対応業務等）について、見直しを図った。

見直し内容

相談員（非常勤職員）に通常の財産調査業務だけでなく、窓口業務や電話対応業務を行うよう指導することによ

り、事務の効率が向上した。

見直しの効果

５.今後の方針

○１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ●４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○平成２７年度で終了 ○平成２６年度で終了 ○平成２５年度で終了

＜判断理由＞

相談員（非常勤職員）の活用により、職員が業務に集中できる環境が構築され、今後も継続する必要がある。ま

事業の方向性 た、相談員（非常勤職員）の業務内容の精査も必要である。

職員の定数が減少する中、相談員（非常勤職員）の力は必須であ



Ｈ２６実績

活動 口座振替回数
回

市県民税、固定資産税、 9 9 9

① 軽自動車税 9 9 －

活動 書道展作品応募開催回数
回

1 1 1

② 1 1 －

成果 口座振替加入者数
人

20,000 20,000 20,000

① 19,601 19,878 －

成果 書道展出展作品数
点

600 600 600

② 546 526 －

Ｂ：活動・成果のいずれかを達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

　口座振替加入者数は前年度に比べると微増し、年々コンビニ納付件数が堅調に増加傾向にあるが、今後、その他の納税手段
状況

についても検討していく。
の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 25 頁

事務事業名 7020 納税促進事業

担当組織 財務部 収納推進室 担当 収税担当

組織コード
H26 08 08 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
H26 01 02 02 02 06 01

記入日 平成25年06月24日
H25 08 08 00 H25 01 02 02 02 06 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 86 財源の確保

事業期間 平成１７年度 ～ 平成２７年度

根拠法令 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ● 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ○ 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ● 4.対象外

対象
幼児・小学・中学・高校・大学・一般の市内在住、在勤、在学の方及び市税納税義務者

市税の収納促進と各種広報等による納税意識を啓発する。

事業目的

郵便振替制度の活用、口座振替の推進、コンビニ収納の活用、納税書道展開催、市税啓発啓蒙活動等

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

納税促進事業 納税促進事業

事　業　費 717 783 0 0 0

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 717 783 0 0 0

人　件　費 6,584 6,564 0 0 0

投入 常勤職員 1人 1人 0人 0人 0人

人員 非常勤職員 0.2人 0.2人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 7,301 7,347 0 0 0

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ２４目標 Ｈ２５目標 Ｈ２６目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ２４実績 Ｈ２５実績
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３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：施策の目標達成に貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

口座振替やコンビニ収納を宣伝し、納税者の利便性の向上させた。また「納税促

Ｂ Ｂ Ｂ 進標語書道展」は年代を問わず、書道を通じて納税意識の高揚に寄与していると

考える。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

口座振替は費用対効果の点で優位性が高いものであり、今後も継続する必要があ

Ｂ Ｂ Ｂ る。

評価結果 事業手法は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

納期内納付を推進ため、口座振替・コンビニ納付など適正であり、今後とも継続

Ｂ Ｂ Ｂ する必要がある。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

受益の公平性・負担の適正を図るため、納期内納付を促進することが必要であり

Ｂ Ｂ Ｂ 、口座振替やコンビニ納付などは適正である。

４．平成２５年度中に実施した見直し内容
　口座振替の促進を図るため、新たにポスター及びチラシを作成した。

見直し内容

　口座振替促進ポスター及びチラシを関係機関に配布し、市民課でも転入者に配布してもらったことで、口座振

替の新規申込に寄与した。

見直しの効果

５.今後の方針

○１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ●４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○平成２７年度で終了 ○平成２６年度で終了 ○平成２５年度で終了

＜判断理由＞

　コンビニ納付の利用増等により口座振替の利用者が減少傾向にあるため、引き続きＰＲしていく必要がある。

事業の方向性

　今後も同様に事務を進めていくと共に、ペイジー納付のような効率的な方法の検討などをしていく。

今後の取組方針



3,282 3,282 3,282 3,282

投入 常勤職員 0.5人 0.5人 0.5人 0.5人 0.5人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 25,508 21,865 21,760 21,760 21,760

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ２４目標 Ｈ２５目標 Ｈ２６目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ２４実績 Ｈ２５実績 Ｈ２６実績

活動 国民健康保険税収納消し込み件数
件

130,000 130,000 135,000

① 135,413 135,206 －

活動
② －

成果 国民健康保険税収納消し込み時ミ
件

0 0

① ス発生件数 0 0 －

成果
② －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

国民健康保険税徴収・収納業務は、日々の積み重ねであり、あらゆる納付方法によって収納される国民健康保険税の収納金額
状況

において消し込みに間違いがあってはならないことから慎重に事務を進めている。
の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 27 頁

事務事業名 21024 徴収費

担当組織 財務部 収納推進室 担当 管理担当

組織コード
H26 08 08 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
H26 02 01 02 01 02 01

記入日 平成26年06月26日
H25 08 08 00 H25 02 01 02 01 02 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ● 対象

分野 03 効率的な行政運営

○ 対象外
施策 86 財源の確保

事業期間 平成１７年度 ～ 平成２７年度

地方税法

根拠法令 国民健康保険法 関連計画
通 達 等 戸田市国民健康保険税条例 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ○ 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ● 4.対象外

対象
　国民健康保険の被保険者である世帯主

 円滑な国保事業を運営するのに必要な費用をまかなうために国民健康保険税を徴収する。

事業目的

 電算システムなどを通して国民健康保険税をより効率的に徴収する。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 ■委託 （□3ｾｸ･財団 ■企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

国民健康保険 国民健康保険 国民健康保険 国民健康保険 国民健康保険

税の徴収に係 税の徴収に係 税の徴収に係 税の徴収に係 税の徴収に係

る事業 る事業 る事業 る事業 る事業

事　業　費 22,216 18,583 18,478 18,478 18,478

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 22,216 18,583 18,478 18,478 18,478

人　件　費 3,292



了 ○平成２５年度で終了

＜判断理由＞

　収納消し込みや収納管理事務については、日常的に発生する事務であるため、今後も、適正な事務処理を継続

事業の方向性 して実施する必要がある。

　これまでと同様に事務を遂行していくが、新たな収納手段を導入していくことで、収納業務の最大化を目指す

。今後も、国民健康保険税制度が有する、頻繁な被保険者の資格異動と社会異動状況に的確に対応できる人的・

電算上のシステムの見直しを図り、ヒューマンエラーの軽減に努めていかねばならない。

今後の取組方針
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３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

　収納事務を正確かつ確実に実施することで、国民健康保険税の収納状況を把握

Ｂ Ａ Ａ することができ、本市国保特別会計の財源に一定の貢献は果たしている。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

　日々の収納消込業務を正確に実施し、早期に収納額を把握するためには妥当で

Ｂ Ｂ Ｂ あると考えるが、更に事務を効率的に実施するため、事務の精査を引続き行う必

要がある。

評価結果 事業手法は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

　現状の実施方法は、ほぼ適正と考える。本市特有の住民の社会異動が多く、ま

Ｂ Ｂ Ｂ た例月の資格異動も多い国保特有の税額変更に機敏に対応できる方策を今後も模

索していかなければならない。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：受益・負担は十分な検討、見直しを実施している。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

　口座振替、コンビニ収納等一定の納付手段は確保されているものの、多様化す

Ａ Ａ Ａ る住民ニーズに対応するため、ネットバンキングやクレジットカードなどの電子

収納媒体の導入による納付手段の拡充が求められている。

４．平成２５年度中に実施した見直し内容
　納付手段拡充準備業務が追加業務となったので、より業務の効率化を図るため、臨時職員を含めて担当内にお

ける業務分担の見直しを行った。

見直し内容

　職員の事務の見直しを行ったことにより、事務の均衡が図られ通常業務の効率が向上し、業務拡大の影響を最

小限に留めることができた。

見直しの効果

５.今後の方針

○１現状で継続 ●２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○平成２７年度で終了 ○平成２６年度で終



,050 15,050 15,050

人　件　費 0 0 3,282 3,282 3,282

投入 常勤職員 0人 0人 0.5人 0.5人 0.5人

人員 非常勤職員 0人 0人 0.3人 0.3人 0.5人

事業費＋人件費 14,994 15,000 18,332 18,332 18,332

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ２４目標 Ｈ２５目標 Ｈ２６目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ２４実績 Ｈ２５実績 Ｈ２６実績

活動 一般被保険者保険税還付等処理状
回

還付等処理回数(月1回) 14 14 14

① 況 14 14 －

活動
② －

成果 一般被保険者保険税還付充当及び
件

還付充当及び加算金処理 520 620

① 加算金処理件数 件数 621 678 －

成果
② －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

通常、月１回の還付処理を実施しているが、５月の出納整理時及び３月の年度末時においてはそれぞれ２回実施し、より正確
状況

な処理を実施している。
の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 29 頁

事務事業名 21325 一般被保険者保険税還付金

担当組織 財務部 収納推進室 担当 管理担当

組織コード
H26 08 08 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
H26 02 11 01 01 01 01

記入日 平成26年06月26日
H25 08 08 00 H25 02 11 01 01 01 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 86 財源の確保

事業期間 平成１７年度 ～ 平成２７年度

還付(地方税法第17条、17条の4) 税負担の公平と収納率向上

根拠法令 充当(地方税第17条の2第1項) 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ○ 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ● 4.対象外

対象
国民健康保険税の過誤納者

国民健康保険税等過誤納金の還付及び充当をすることにより、被保険者の税負担を公平にする。

事業目的

課税誤り、二重納入等による国民健康保険税等の修正を行う。

この事業の評価は、過誤納金還付事業の中に含める。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

一般被保険者 一般被保険者 一般被保険者 一般被保険者

保険税還付事 保険税還付事 保険税還付事 保険税還付事

業 業 業 業

事　業　費 14,994 15,000 15,050 15,050 15,050

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 14,994 15,000 15



誤納金還付処理を適正に遅滞なく執行する必要があ

事業の方向性 る。

　還付金予算支出管理に関する事務を精査し、還付に関わる事務負担についてさらなる業務改善を図りながら、

事務を適正に継続していく。

今後の取組方針
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３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：施策の目標達成に貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

　国保税の収納に伴い発生する過誤納金を正確に掌握し、充当若しくは還付処理

Ｂ Ｂ Ｂ を迅速に行うことにより、収納額の正確な掌握に貢献している。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

　国民健康保険制度が固有に保有する月割賦課により、各納税義務者の年度内課

Ｂ Ｂ Ｂ 税税額の変更が生じやすい。そのため、過誤納金の発生から充当及び還付処理ま

でに迅速性が要求される。以上のことから、現行の人員で事務を行う必要がある

。

評価結果 事業手法は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

　過誤納金のデータ処理並びに各税目ごとの処理を担当分けして行うことにより

Ｂ Ｂ Ｂ 、より迅速な処理が図られている。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：受益・負担は十分な検討、見直しを実施している。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

　充当すべき税目があれば充当を優先し、それ以外の納税者に素早く還付金を支

Ａ Ａ Ａ 払うことにより、納税者の公平性が保たれている。

４．平成２５年度中に実施した見直し内容
予算の管理をより厳格に行うため、資金前渡による還付支払処理については口座に一定額を保つようにした。

見直し内容

還付支出金については予算管理を徹底することにより適正に管理できるようになったが、Ｈ25年度は予算が足り

なくなることがあった。今後は予算額について見直しが必要と考える。

見直しの効果

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○平成２７年度で終了 ○平成２６年度で終了 ○平成２５年度で終了

＜判断理由＞

　税額変更、納入誤り二重納付等による国民健康保険税の過



他 0 0 0 0 0

一般財源 463 400 500 500 500

人　件　費 0 0 656.4 656.4 656.4

投入 常勤職員 0人 0人 0.1人 0.1人 0.1人

人員 非常勤職員 0人 0人 0.1人 0.1人 0.1人

事業費＋人件費 463 400 1,156 1,156 1,156

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ２４目標 Ｈ２５目標 Ｈ２６目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ２４実績 Ｈ２５実績 Ｈ２６実績

活動 退職被保険者等保険税還付等処理
回

還付等処理回数(月2回) 14 14 14

① 状況 14 14 －

活動
② －

成果 退職被保険者等保険税還付充当及
件

還付充当及び加算金処理 10 10

① び加算金処理件数 件数 9 6 －

成果
② －

Ｂ：活動・成果のいずれかを達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

通常、月１回の還付処理を実施しているが、５月の出納整理時及び３月の年度末時においてはそれぞれ２回実施し、より正確
状況

な処理を実施している。
の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 31 頁

事務事業名 21326 退職被保険者等保険税還付金

担当組織 財務部 収納推進室 担当 管理担当

組織コード
H26 08 08 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
H26 02 11 01 02 01 01

記入日 平成26年06月26日
H25 08 08 00 H25 02 11 01 02 01 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 86 財源の確保

事業期間 平成１７年度 ～ 平成２７年度

還付(地方税法第17条、17条の4) 税負担の公平と収納率向上

根拠法令 充当(地方税第17条の2第1項) 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ○ 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ● 4.対象外

対象
国民健康保険税の過誤納者

国民健康保険税等過誤納金の還付及び充当をすることにより、被保険者の税負担を公平にする。

事業目的

課税誤り、二重納入等による国民健康保険税等の修正を行う。

この事業の評価は、過誤納金還付事業の中に含める。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

退職被保険者 退職被保険者 退職被保険者 退職被保険者 退職被保険者

等に保険税を 等に保険税を 等に保険税を 等に保険税を 等に保険税を

還付する事業 還付する事業 還付する事業 還付する事業 還付する事業

事　業　費 463 400 500 500 500

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　



継続していく。

今後の取組方針
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３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：施策の目標達成に貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

　国保税の収納に伴い発生する過誤納金を正確に掌握し、充当若しくは還付処理

Ｂ Ｂ Ｂ を迅速に行うことにより、収納額の正確な掌握に貢献している。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

　国民健康保険制度が固有に保有する月割賦課により、各納税義務者の年度内課

Ｂ Ｂ Ｂ 税税額の変更が生じやすい。そのため、過誤納金の発生から充当及び還付処理ま

でに、迅速性が要求される。以上のことから、現行の人員で事務を行う必要があ

る。

評価結果 事業手法は適正か。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

　過誤納金のデータ処理並びに各税目ごとの処理を担当分けして行うことにより

Ｂ Ｂ Ｂ 、より迅速な処理が図られている。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２３年度 ２４年度 ２５年度 Ａ：受益・負担は十分な検討、見直しを実施している。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

　充当すべき税目があれば充当を優先し、それ以外の納税者に素早く還付金を支

Ａ Ａ Ａ 払うことにより、納税者の公平性が保たれている。

４．平成２５年度中に実施した見直し内容
　予算の管理をより厳格に行うため、還付支払の処理をルール化した。

見直し内容

　予算の管理をより適切に行うことができるようになった。

見直しの効果

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○平成２７年度で終了 ○平成２６年度で終了 ○平成２５年度で終了

＜判断理由＞

　税額変更、納入誤り二重納付等による国民健康保険税の過誤納金還付処理を適正に遅滞なく執行する必要があ

事業の方向性 る。

　還付金予算支出管理に関する事務を精査し、さらなる事務改善を図りながら事務を適正に


